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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、経営環境が急速に変化し厳しさを増すなかで企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの充実が非常に重要であると
認識し、会社経営の透明性・効率性・健全性の構築及びコンプライアンスを始めとする危機管理の徹底を基本方針として、その実現に努めてまい
ります。また、私たちは、株主、顧客、取引先・パートナー、従業員、コミュニティといったすべてのステークホルダーとの関係において、価値を一層
高めていく企業でありたいと考えており、企業価値の持続的向上と同時に、社会価値の向上にも積極的に取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則３－１．情報開示の充実】

補充原則３－１③

　気候変動に係る重要な事項については、社長を委員長とするESG推進委員会で議論を行い、経営会議・取締役会へ付議・報告する体制となって
おります。

　気候変動関連のリスク及び機会に関する取組みについては、 ISO14001（環境マネジメントシステム）の運用を通じ、環境に影響を与える要素・順

守すべき法令・外部環境及び内部環境における課題・利害関係者のニーズ及び期待などの観点から、毎年評価を行っております。

　2025年度はTCFD提言を参考にして、シナリオ毎のリスク・機会、気候変動関連の事象による当社グループへの影響及び対応策について評価を
行いました。詳細は有価証券報告書に記載しております。

　当社グループにおける温室効果ガス排出量は以下のとおりです。2025年度の排出量は第三者保証手続（(株)サステナビリティ会計事務所（所
在：東京都千代田区）によるISAE3000※1、ISAE3410※2に基づく限定的保証）を実施中であり、2026年6月24日時点の数値を記載しております。
第三者の保証取得後の数値は、後日、統合報告書で開示いたします。開示対象の詳細については、当社ホームページに開示しております。

　①スコープ１（事業者自らによる温室効果ガスの直接排出）　　　　　　　　　：2025年度　　 0.5kt-CO2(2024年度　　　 　0.5kt-CO2）

　②スコープ２（他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出）：2025年度　　 1.3kt-CO2(2024年度　　　　 1.1kt-CO2)

　③スコープ３（事業者の活動に関連する他社の排出）　　　　　　　　　　　　 ：2025年度　 824.2kt-CO2(2024年度　 1,248.3kt-CO2)

※1　過去財務情報の監査及びレビュー業務以外の保証業務に適用される基準

※2　温室効果ガス報告に対する保証業務に適用される基準　

　スコープ１及びスコープ２については、2022年６月にISO14001の運用で測定した自社施設・社有車等における排出量を開示し、2023年6 月から

は推定による算定も含め、現場での排出量の算定対象を順次広げております。スコープ3については、2023年6月から開示しております。開示対象
の詳細については、当社ホームページに開示しております。

　現状はISO14001の取組みが中心ですが、気候変動に係るリスク及び機会が当社グループの事業活動や収益に与える影響等、引き続きTCFD
の各推奨開示項目に関する情報の収集と分析を行うとともに、開示の質と量の充実を順次図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　政策保有株式に関する方針

（１）当社は、重要な取引先や様々なステークホルダーとの長期的・安定的な信頼関係の維持・強化により、当社の持続的な成長や中長期的な企
業価値の向上に資することを目的として、政策保有株式を保有しております。

（２）政策保有株式の保有については、個別銘柄毎に、定量面・定性面から総合的に保有の合理性を検証の上、毎年取締役会において保有の適
否を判断しております。

（３）具体的には、定量面では、単年度における配当・事業リターンと資本コストとの関係及び中期的な関係性、定性面では今後の取引やシナジー
等を勘案し、総合的な評価を実施しております。

（４）上記の保有適否判断の結果、2010年度から2025年度までの間に合計37銘柄の売却を実施し、縮減を進めております。

（５）引き続き、上記検証の実施により、保有の目的・合理性が認められないと判断された保有株式については、縮減を進めてまいります。

　議決権の行使

(１)当社が保有する政策保有株式の議決権の行使にあたっては、

　①　取引先の中長期的な企業価値向上に資するものか

　②　当社グループの企業価値向上に資するものか

　等の観点から議案ごとに賛否を判断し、原則議決権を行使します。

(２)取引先の中長期的な企業価値や当社グループの企業価値を毀損する可能性がある以下のような議案などについては、必要に応じて当該企
業との対話を実施の上、賛否を判断いたします。

　①　剰余金処分議案（財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合等）

　②　取締役・監査役選任議案（不祥事が発生した場合等）

　③　組織再編・資本政策に関する事案（株式の希薄化が生じる場合等）

　④　株主提案（当該企業が反対している場合等）



【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、当該取引につき取締役会に付議し、決議しています。

また、当社が主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものについて、取締役会に付議し、決議していま
す。

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

補充原則２－４①

　当社は、人材の多様化が中長期的な企業価値の向上に繋がるものと考え、女性・中途採用者を積極的に採用し、それぞれの知見・経験・スキル
を活かしつつ、各種研修制度での育成や能力に応じた管理職登用により、中核人材における多様性の確保を図っております。

　・現状、新卒採用者に占める女性社員の比率は20％程度となっております。今後も同程度以上の比率を維持するとともに、2030年度末の

　　目標として、「管理職　（連結）に占める比率」を７％程度(現状7.7％)、「執行役員に占める比率」を10％程度(現状0％)、「取締役に占める

　　比率」を20～30％(現状22.2％)に設定します。

　　「女性キャリアデザインプロジェクト」を設け、キャリア形成について話し合う場として活用するとともに、本プロジェクトのメンバーは、社外との情

　　報交換や社内での対話会を通じて得られた提言を会社に行っております。また、女性社員に対しては、ライフイベントの前後でも必要な支援を

　　実施しております。

　・中途採用者については、従来から継続的に採用し、新卒・中途採用等を問わない管理職登用を実施しております。

　　現状においても、「管理職（連結）」、「執行役員・取締役」に占める比率は高い水準（それぞれ29.5％、44.4％）となっており、今後も同様なレベ

　　ルを確保したいと考えております。

　　中途採用者に対しても、新卒者と同様に当社グループの歴史・事業戦略・コンプライアンス体制について学ぶ機会を提供するとともに、スキル

　　レベルに応じた技術研修も実施し、組織の一体感やエンゲージメントの向上に努めております。

　・外国人については、現時点では、当社の主要市場は国内であり、顧客も日本企業であるため、採用しておらず、目標も設定しておりません。

　　今後については、市場エリア・サプライチェーン・雇用市場の動向等に応じて検討していきます。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、確定給付企業年金制度と総合型企業年金基金である空調衛生企業年金基金を併用しており、さらに、確定拠出型企業年金を導入しま
した。　

　確定給付企業年金については、社外の運用機関に大部分を一般勘定で運用委託しております。運用にあたり、管理部門に必要な経験や資質を
備えた人材を配置し、運用状況を定期的にモニタリングすることを通じ、積立金の適切な運用に努めております。

　なお、確定拠出型企業年金の導入に際して、従業員の資産形成支援に向けて資産運用に関する教育や研修を実施するとともに、サポートサイト
を通じて運用に関する情報提供を行うことといたしました。

　企業年金基金は、当社と独立した団体であり、その運用については、同基金の判断にゆだねられますが、当社も加入事業所として同基金に理事
を派遣するなどし、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を実効的に発揮できるよう、適切な体制の下で運用されるよう配意しており
ます。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところや経営戦略、経営計画

　当社は、グループの経営理念として2026年5月にパーパスおよびバリューを制定しました。

　パーパスは、当社グループの社会における普遍的な存在意義を示すものであり、バリューは、パーパスの実現に向けて従業員が大切にしている
価値観や姿勢を定めたものです。

　これらの経営理念に基づき、中長期的に目指す姿とその方向性を明確にするための指針として経営ビジョンを新たに策定しております。

　当社は、経営理念および経営ビジョンのもと、第9次中期経営計画（2026～2028年度）を策定し、事業成長と経営基盤の強化を図りながら、持続
可能な成長の実現を目指しております。各内容の詳細については、当社ホームページにて開示しております。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

・ 本報告書「1.基本的な考え方」をご参照下さい。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

・本報告書の「Ⅱ．【取締役報酬関係】」に記載のとおりです。

（ⅳ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き

１．取締役の選解任と指名を行うにあたっての方針

取締役については、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、社内外の候補者から、経験やスキルの多様性やバラン
スを図りつつ、適正な規模(役員数)となるように選任しております。取締役の任期は、経営環境の変化に迅速に対応し、任期における経営責任を
明確にするため、1年としております。

具体的な選解任の基準は以下のとおりとしております。

　《選任基準》

　　(1)優れた人格・見識・高い倫理観を有していること

　　(2)全社的な見地から、客観的に分析・判断する能力に優れていること

　　(3)先見性・洞察力に優れていること

　　(4)時代の動向、経営環境、市場の変化を適確に把握できること

　　(5)変革推進に向けたマインドを有していること　

　《解任基準》

　　(1)公序良俗に反する行為があったこと

　　(2)健康面等で職務遂行に支障があること

２．監査役の選解任と指名を行うにあたっての方針

監査役候補者の選解任については、財務・会計や法令に関する相当程度の知見の有無、企業経営に関する経験や知識、当社事業活動に関する
知識等のバランスを考慮し、総合的に適材適所の観点から人材を選定しております。

３．取締役および監査役候補者の選解任手続き

取締役の選任及び解任にあたっては、上記の選任・解任基準を踏まえ、指名・報酬委員会からの答申を尊重し取締役会で決議のうえ、取締役の
選解任案を株主総会に上程しております。　監査役の選任及び解任にあたっては、取締役会で決議し、株主総会に上程します（ただし、監査役の
選任については監査役会の同意を得ます）。



（ⅴ）取締役・監査役の各候補者の選解任理由について、株主総会参考書類に記載しております。

補充原則３－１③

(１)サステナビリティについての取り組み

　ESGに関する各種課題への組織的対応の強化のため、ESG推進室を設置しております。気候変動や人的資本投資関連の開示、従業員エン
ゲージメント調査、ISO各マネジメントシステムの運用、事業リスクの包括的洗い出し・評価、コンプライアンス活動、内部監査の状況・監査計画等
重要な事項については、社長を委員長とするESG推進委員会で議論を行い、経営会議・取締役会へ付議・報告する体制となっています。

　ISO14001（環境）・ISO9001（品質） ・ISO27001（情報セキュリティ）の各マネジメントシステムの運用を行い、 ISO14001では環境目標の設定と

実績の把握による環境リスクの低減、ISO9001では施工品質の均質化と顧客満足度の向上、ISO27001では会社が保有する個人情報や機密情報

などの情報漏洩防止に取り組んでおります。また、当社グループは、従業員エンゲージメント向上を実現するための社内環境の整備、重要な

パートナーである協力会社とのコミュニケーションの改善、安全教育・指導による事故の発生防止、健康増進施策の実施、事業継続計画の策定、
社会貢献活動等にも取り組んでおります。

　2025年5月には当社グループの人権尊重の取り組みを人権方針としてとりまとめるとともに、10月から人権デューディリジェンスを開始し、「負の
影響の特定・評価」と、「負の影響の防止・軽減」を行いました。　　

(２)人的資本や知的財産への投資等

　人材の育成や社内環境整備については以下の方針を定めて、取り組んでおります。

　≪人材の育成に関する方針≫

　　　当社グループにとって「人」は最大の財産であり、持続的成長への原動力であるとともに、高度な技術力、サービス力、提案力もその源泉は

　　全て「人」に行き着きます。当社グループが持続的に成長していくために、従業員の多様性確保が重要と考え、性別や新卒・中途を問わず積極

　　的に採用しており、採用チャネルの拡大と情報発信の強化も行っております。

　　　採用後は、OJTや研修を通じて、お客様をはじめとしたステークホルダーの信頼を得られる誠実さと、新しい技術や分野に挑む姿勢を持つ

　　人財を育成しております。スキルレベルに応じた技術研修を行うとともに、技術的難易度の高い工事や工程が複雑な工事等における技術・

　　ノウハウの継承のため、ベテラン社員等による支援を行っております。

　　　変化の激しい事業環境の中で持続的に成長していくために、年齢・性別を問わず、多様なライフスタイル・経験を持つ人財が活躍できる組織

　　づくりを行っております。次世代の経営幹部を計画的に育成するため、異業種交流型を含めたマネジメント研修にも取り組んでおります。

　≪社内環境整備に関する方針≫

　　　　一人ひとりの社員がモチベーションを高め、活き活きと働くことで、高度な技術力・サービス力・提案力が生まれ、チームワークが機能すると

　　　考えております。上司と部下との年２回の面談により個人ごとの目標・実績と今後の希望等を把握し、納得感のある育成・配置を行っており

　　　ます。エンゲージメントについては、全従業員向けサーベイにより毎年調査を行っております。

　　　　チャレンジする社員が報われる人事制度を整備するとともに、社員だけでなく一緒に仕事をする人たちが、気持ちよく、心身ともに健康で、

　　　安全に仕事ができる環境も整備しています。データ・AI・ICTを活用した働き方改革により作業効率の改善、移動時間の節約・省力化等生産

　　　性の改善を図っております。

　　　　上司と部下、あるいは同僚、部門を越えた横のつながり、さらに社員の間だけでなく協力会社の従業員など、一緒に仕事をする人たち全員

　　　を“仲間”として認識し、仕事の中で発生する悩みや課題を対話によって解決します。

　　　　性別、年齢、身体的特徴、出身地等の理由による一切の差別を行いません。ハラスメントについては、オフィス・現場を問わず容認しませ

　　　ん。

　技術の高度化や将来の事業領域の拡大に向けてエネルギー・空調等の分野で特許を14件取得し、ノウハウの蓄積・向上にも取り組んでおりま
す。また、データセンターの空調、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・エネルギー等の研究開発を推進し、事業での活用を図っております。

【原則４－１．取締役会の役割・責務】

補充原則４－１①

　取締役会規程において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確にしております。

　また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しております。

　その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程
を定め、委任の範囲を明確にしております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、Ⅱ 「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン

ス体制の状況」 【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」欄に掲載しております。当社は、上記の独立性基準に基づき、独立社外取締役

を３名、独立社外監査役を３名選任しております。

【原則４-10．任意の仕組みの活用】

補充原則４-10①

　任意の仕組みの活用につきましては、Ⅱ 「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況」【取締役関係】「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性）」欄に記載しております。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－１１①

　当社が各取締役に期待するスキルを「企業経営・経営戦略」、「技術・IT」、「営業・マーケティング」、「HR」、「財務」、「リスク管理」、「グローバル経
験」、「サステナビリティ・ESG」としており、取締役の「スキル・マトリックス」は当社ホームページに開示の招集通知に記載しております。

補充原則４－11②

　事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しています。

補充原則４－11③

　当社は、取締役会の有効性・実効性を担保するために、実効性評価を実施しております。

　評価プロセスおよび結果の概要は、以下のとおりです。

１．取締役会の実効性に関する評価プロセスの概要

社外取締役を含む取締役９名、社外監査役を含む監査役４名に対しアンケートを実施いたしました。アンケートにおいては、コーポレート・ガバナン
スの重要論点や2024年度に識別した課題への対応、外部コンサルタントのアドバイスを踏まえ、取締役会の構成、運営、議題等にかかる取締役
会の課題認識の有無の把握を実施しました。回答内容については、外部コンサルタントによる分析結果を踏まえ、取締役会において実効性に関
する協議を実施しました。

２．取締役会の実効性に関する結果の概要

上記１の協議の結果、取締役会はコーポレートガバナンス・コードの要請を満たす構成であるとともに、取締役会の構成や運営は、意思決定や業
務執行の監督を行う体制として概ね適切であることを確認いたしました。取締役会の議題の充実を進めるとともに、取締役会以外の場において、



中長期的な視点から新たな理念体系及び第9次中期経営計画の策定に関する協議を実施しました。

　

３．今後の対応

当社の取締役会は、識別した課題について検討していくことで、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。今後も取締役会の実効性の
評価を基点に課題の共有を行い、実効性を高めてまいります。

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】

補充原則４－14②

　当社の取締役及び監査役に対しては、定期的に外部講師を招いて時代の動向等に即したテーマで研修を行い、適宜外部の研修・セミナー等を
受講できるよう、費用面も含め、支援できる体制としております。社外取締役及び社外監査役に対しては、適切な機会を設けて当社の事業を説明
するとともに、社内各組織の優秀な取り組みを発表するイベントへの参加・現場見学会等を通じて当社事業への理解促進に努めております。

　監査役は、ガバナンスの一翼を担うべく、日本監査役協会等が開催する講習会や勉強会に参加し、監査役として必要な知識の習得および監査
役の役割と責務の理解促進に努めております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話が当社の持続的成長と企業価値向上に資すると考え、対話を促進するために、管理本部ＩＲ・広報部を対話の

窓口とし、代表取締役・担当取締役等と対応方法を検討の上、積極的なIR活動に取り組んでおります。

　　・機関投資家やアナリスト等に対し、決算説明会や個別のミーティング等を通じて、決算、事業計画・中期経営計画及びその実行状況等の

　　　説明を実施しております。

　　・主要株主に対し、個別に決算内容等を説明する機会を持ち、定期的にコミュニケーションを図っております。

　　・当社ホームページにおいても、投資判断を行う上で有益と認める情報開示を適宜実施しております。

　　・個人投資家に対しても、適宜、会社説明会を実施しております。

　　・投資家との対話に際しては、当社インサイダー取引防止規程に則り、情報管理に十分注意を払って対応しております。

　ＩＲ活動実績及びそれを通じて株主等から寄せられたご意見については、定期的に経営陣へ報告し、企業価値向上のために活用しております。

　経営陣等と株主等との対話の実施状況については、統合報告書において開示しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年5月13日

該当項目に関する説明

　当社は、第9次中期経営計画（FY2026～FY2028）に基づき、企業価値の向上およびROE12％以上の達成を目標としております。資本コストや株
価を意識した経営の実現に向けては、政策保有株式の縮減を進めるとともに、人的資本・イノベーション・デジタル改革への成長投資を通じて収益
力と生産性の向上を図っております。

また、株主還元については、配当性向50％を目安とした安定的かつ継続的な配当に加え、資本効率の向上を目的とした自己株式の取得を機動的
に実施する方針です。

（参照：第9次中期経営計画

　https://www.hibiya-eng.co.jp/ja/ir/management/managementplan/main/00/teaserItems1/0/link/20260513_9th_01.pdf）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,698,500 7.86

日比谷総合設備取引先持株会 1,341,760 6.21

光通信KK投資事業有限責任組合 1,249,500 5.78

NTT都市開発株式会社 920,000 4.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社百十四銀行口） 900,000 4.17

日比谷総合設備従業員持株会 809,083 3.75

一般社団法人NTTグループ共済会 698,873 3.23

住友不動産株式会社 607,300 2.81

共立建設株式会社 594,237 2.75

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 563,700 2.61



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

橋本　誠一 他の会社の出身者

大砂　雅子 その他

大串　淳子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

橋本　誠一 ○ ―――

橋本誠一氏は、大手飲料メーカーの経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を備えており、当
社の重要な経営判断の場において事業戦略等
への有益な助言および提言が期待されている
ことから、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当社が定める独立性基準に抵触しないこ
とから、一般株主と利益相反が生ずるおそれが
ない独立役員として指定しております。

大砂　雅子 ○ ―――

大砂雅子氏は、独立行政法人に勤務し、現在
では大学教授や上場会社の社外役員を務め、
豊富な経験と幅広い見識を備えており、当社の
重要な経営判断の場において人材戦略やESG
への対応等で有益な助言および提言が期待さ
れることから、社外取締役として選任しておりま
す。また、東京証券取引所が定める独立性基
準および当社が定める独立性基準に抵触しな
いことから、一般株主と利益相反が生ずるおそ
れがない独立役員として指定しております。

大串　淳子 ○ ―――

大串淳子氏は、法律に精通した弁護士として
の専門的な知識・経験を備えており、当社の重
要な経営判断の場においてガバナンス等への
適切な助言および提言が期待されることから、
社外取締役として選任しております。また、東
京証券取引所が定める独立性基準および当社
が定める独立性基準に抵触しないことから、一
般株主と利益相反が生ずるおそれがない独立
役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は取締役の指名および報酬に関する任意の諮問機関として独立社外取締役３名、代表取締役社長（委員長）、代表取締役副社長の計５名を
もって構成する指名・報酬委員会を設置しており、当該委員会における諮問を経て、取締役会により取締役候補者、取締役の報酬等を決定してお
ります。また、独立社外取締役を過半数で構成することで、客観性・透明性を高めております。

2025年度は4回開催しており、役員の指名及び報酬体系の在り方等について協議しました。なお、各委員は開催した4回すべての委員会に出席し
ております。



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は会計監査人として有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査の委嘱をしております。監査役は、内部監査室との連携、会計
監査人及び子会社監査役と随時意見交換を行い、実効ある監査に努めております。内部監査は内部監査室専任スタッフ（4名）及び兼任スタッフ
（数名）により、事業年度を対象期間とした監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を適正性、効率性の観点から内部監査を実施しており、ま
た、監査役と随時意見交換を行い、監査結果については経営会議・監査役会に報告しております。

監査役・内部監査室・会計監査人で半期に１回以上三様監査連絡会を開催し、監査に関する課題の共有・相互の連携強化・監査の効率化・高度
化について議論を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

川島　高博 他の会社の出身者

原田　昌平 公認会計士

佐藤　啓孝 他の会社の出身者 △ △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川島　高博 ○ ―――

川島高博氏は、金融機関において長年培って
きた豊富な経験と幅広い見識を備えており、そ
の経験と見識を当社の監査体制に活かしてい
ただくため、社外監査役として選任をしておりま
す。また、東京証券取引所が定める独立性基
準および当社が定める独立性基準に抵触しな
いことから、一般株主と利益相反が生ずるおそ
れがない独立役員として指定しております。

原田　昌平 ○ ―――

原田昌平氏は、公認会計士として大手監査法
人の経営に関与し豊富な経験と幅広い知識を
有しており、その経験と見識を当社の監査体制
に活かしていただくため、社外監査役として選
任しております。また、東京証券取引所が定め
る独立性基準および当社が定める独立性基準
に抵触しないことから、一般株主と利益相反が
生ずるおそれがない独立役員として指定してお
ります。

佐藤　啓孝 ○

佐藤啓孝氏は、2018年６月から2024年６
月まで共立建設株式会社の代表取締役
であり、当社は同社と設備工事の取引を
行っております。また、当社代表取締役副
社長が同社の社外取締役を務めており、
相互就任の関係にあります。なお、取引
額は、当社の連結売上高に占める割合
で、過去３事業年度のいずれの年度にお
いても僅少であり、直近年度でも0.3％（小
数点第２位を四捨五入）であります。

佐藤啓孝氏は、事業会社の経営者としての豊
富な経験と経営に関する高い見識があり、その
経験と見識を当社の監査体制に活かしていた
だくため、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性基準お
よび当社が定める独立性基準に抵触しないこ
とから、一般株主と利益相反が生ずるおそれが
ない独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

《独立社外役員の独立性判断基準》

社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断します。

１．当社の主要な取引先※１ 又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)

２．当社を主要な取引先とするもの※２ 又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)

３．当社の主要な借入先※３ 又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)

４．当社の主幹事証券会社又はその業務執行者※４ (業務執行取締役又は執行役員)

５．当社の監査法人に所属する公認会計士※５

６．当社と契約する法律事務所に所属する弁護士※６

７．当社から、過去３事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又は

　　その業務執行者(パートナー又は社員)

８．当社の大株主※７ 又はその業務執行者(業務執行取締役又は執行役員)

９．当社より、過去の３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の　

　　１％以上の寄附を受けているもの　(当該寄附を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の

　　業務執行者をいう。)

10. 以下のいずれかに該当するものの２親等内の親族

　　　・上記１～９に掲げるもの

　　　・当社の子会社の取締役又は執行役員

※１当社の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、当社に対する発注金額が、当社の連結売上高の２％

　　以上のものをいいます。

※２当社を主要な取引先とするものとは、過去３事業年度のいずれかの年度において、当社からの発注金額が、当該会社の連結

　　売上高の２％以上のものをいいます。

※３当社の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、当社の借入金残高が、当社の事業年度末における

　　連結純資産額の２％以上の借入先をいいます。

※４過去３年間において、当社の主幹事証券会社に所属していたもの

※５過去５年間において、当社の監査法人に所属していたもの

※６過去５年間において、当社と契約する法律事務所に所属していたもの

※７当社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に５％以上の議決権を保有するものをいいます。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中期経営計画における業績目標達成及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲
を高めることを目的に業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお、株式報酬型ストックオプションについては、割り当て済みのものを除
き、2026年5月に制度を廃止したことから、新規の割り当ては行わないことといたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。

・取締役11名に対する報酬　　257百万円（うち社外取締役３名に対する報酬　 19百万円）

・監査役４名に対する報酬　　　38百万円（うち社外監査役３名に対する報酬　 25百万円）

（注）　１．2026年３月31日現在の人員は、取締役９名、監査役４名であります。

　　　　２．上記には、株式報酬型ストックオプション、2025年度における業績連動型株式報酬の費用計上額、2025年度に係る役員賞与支給額

　　　　　　が含まれております。 また、当事業年度中に退任した取締役2名が含まれております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

(i)基本方針

当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期の業績と連動し、企業価値向上への貢献意欲を高める報酬体系としております。取締役の報酬
構成は、基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬とし、当該方針を考慮した構成割合に設定しております。

なお、社外取締役の報酬及び監査役は、業務執行から独立した立場であることから、業績との連動は行わず基本報酬のみとします。

・基本報酬

月額の固定報酬とし、従業員の給与等を勘案し、役位ごとの役割や責任範囲に基づき決定します。

・賞与

連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした現金報酬として、その達成度合いを勘案した額を賞与として毎年、一定の
時期に支給します。

・業績連動型株式報酬（役員報酬BIP信託）

【インセンティブ関係】を参照。



＜役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容＞

【 取締役】

　　[報酬の種類]　　　　　　　　　　　　[決議年月日]　　　　　　[対　象　者]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[金　　　額]

　　基本報酬及び賞与　　　　　　　　2026年６月25日　　　　　　取締役　　　　　　　・年額350百万円以内

　　業績連動型株式報酬　 　導入：2017年６月29日　　取締役及び執行役員　　・中期経営計画３事業年度を対象として合計700百万円を上限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定：2026年６月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・年ポイントの総数は180,000ポイント（１ポイントは当社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １株）を上限

【 監査役】

　　基本報酬　　　　　　　　　　　　　　2019年６月27日　　　　　　監査役　　　　　　　・年額50百万円以内

(ⅱ)報酬の決定に関する事項

取締役の報酬額については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会に
より決議し、当該取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各取締役の
基本報酬の額及び各取締役の会社経営への貢献度を踏まえた賞与の評価配分とします。また、業績連動型株式報酬の役位別基本ポイント数
は、取締役会で決議します。なお、監査役の報酬については監査役会の協議で決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については総務人事部、社外監査役については監査役室が補佐しております。取締役会・監査役会の開催通知や資料の事前配布等
を電子メール等を活用し、社外取締役及び社外監査役に対して伝達しております。 また、取締役会における更なる審議充実を目的に、社外取締

役及び社外監査役に対して事務局による事前説明を実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)取締役及び取締役会　

当社は、９名の取締役（社外取締役３名）と、４名の監査役（社外監査役３名）で構成し、月に１回の開催を原則として、経営に関する重要事項につ
いて決議、報告を行っております。また、執行役員制度を導入し、取締役会の機能強化と活性化及び業務執行に関する監督機能の強化など、経
営監査機能の充実を図っております。なお、社外取締役３名と社外監査役３名を東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。 経営環境

の変化に迅速に対応し、任期における経営責任を明確にするため、2008年６月より取締役の任期を２年から１年に短縮しております。

(2)当社の内部監査

内部監査は、内部監査室を設置して内部の業務監査機能の充実を図るとともに、内部監査室専任スタッフ（4名）及び兼任スタッフ（数名）により、
事業年度を対象期間とした監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を適正性、効率性の観点から内部監査を実施しており、監査結果について
は、経営会議・監査役会に報告しております。監査役・内部監査室・会計監査人で半期に１回以上三様監査連絡会を開催し、監査に関する課題の
共有・相互の連携強化・監査の効率化・高度化について議論を行っております。

(3)監査役による監査

監査役監査は、社外監査役３名を含む４名で、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧など、監査計画に基づいた適正な監
査を実施しております。また、内部監査室との連携や、会計監査人及び子会社監査役との随時の意見交換により、実効ある監査に努めておりま
す。なお、監査体制の一層の充実を図るため、2019年６月より常勤監査役を１名増員しております。

(4)会計監査人による監査

会計監査については、当社は有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査の委嘱をしております。なお、業務執行した公認会計士の
氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

　・指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　梅谷　哲史

　・指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　濵田　睦將

　・監査補助者　公認会計士12名　その他43名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外監査役３名を含む４名の監査役による監査を行っており、さらに独立性の高い社外取締役３名を選任することにより、取締役会の業
務執行に対する経営監視機能を強化しております。社外監査役は、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、
必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて当社の業務執行の適正化を行っております。社外取締役は、社外の独立した立場か
らの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。以
上から、監査役設置会社として十分な経営への監督機能を備えたガバナンス体制であると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年６月25日開催の株主総会招集通知は、書面交付請求の有無にかかわらず全株主
へ2026年６月４日(株主総会の21日前)に発送いたしました。なお、電子提供措置は、弊社
HP及び東証ウェブサイトで、2026年５月28日に開始しました。

集中日を回避した株主総会の設定 2026年６月25日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームへ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページにて招集通知の一部（いわゆる狭義の招集通知と参考書類（議案））を
開示しております。

その他
当社ホームページにて株主総会における事業報告事項に関するスライドを開示しており
ます。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
当社は、原則年２回（決算発表及び中間決算発表後）東京で個人投資家向け
会社説明会を開催しており、さらに地方中核都市での開催やＷebを活用した
説明会も行い、個人投資家向けIRの充実を図っております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、原則年２回（決算発表及び中間決算発表後）機関投資家・アナリスト
向け決算説明会を開催し、代表取締役が、決算概要、事業計画・中期経営計
画及びその実施状況等の説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページの「株主・投資家情報」に、株主総会招集通知、有価証券報
告書・決算短信等の決算情報資料、決算説明会資料、FACT　BOOK、統合報
告書、ＩＲ通信、コーポレートガバナンス報告書、適時開示資料やその他IR資料
を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社は積極的なIR活動を行うため、「ＩＲ・広報部」を設置しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループのESG諸施策の推進については「ESG推進委員会規程」で、また、情報開示
については「開示規程」で定めております。なお、統合報告書において、株主の皆様、お客
様・お取引先、パートナー企業（協力会社）、従業員、地域の皆様などのステークホルダー
との信頼関係構築に向けた取り組みについて記載しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

第８次中期経営計画で、Ｅ・Ｓ・Ｇそれぞれの分野で取り組む施策を設定しております。Ｅ
（環境）では、カーボンニュートラルソリューションの推進とエネルギーマネジメントの高度化
を、Ｓ（社会）では生産性向上による労働時間の低減や人材不足への対応、地域・社会貢
献活動の積極的な実施と支援、 安心・安全な労働環境の整備を、Ｇ（ガバナンス）ではコン

プライアンスの徹底とリスクマネジメントの強化などに取り組むことにしております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

開示規程に従い適時・適切に情報を開示しているほか、機関投資家・個人投資家向け説
明会の開催、協力会社向けのホームページの運用、全国各地での従業員への経営者キャ
ラバンの実施等、ステークホルダーへの情報提供に努めております。なお、2025年4月にIR
ポリシーの内容を見直し、ディスクロージャーポリシーとして開示しました。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）を整
備する。

１．当社及び子会社の取締役・使用人等の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1) コンプライアンス体制に係る規定を制定し、役員及び従業員が法令・定款・社内規程、及び人権尊重を含む当社の行動指針を遵守した行動を

とるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、総務人事部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を
中心に役員及び従業員に教育を行う。内部監査室は総務人事部と連携のうえコンプライアンスの状況を監査する。今後、これらの活動は定期的
に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令・定款・社内規程、及び人権尊重を含む当社の行動指針に関して疑義のある行為につい
て役員及び従業員等が直接情報提供を行う手段として「企業倫理ホットライン」を活用する。

(2) 反社会的勢力からの不当な要求に対しては組織として毅然と対応し、一切の関係を遮断する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し、保存する。取締役及び監査役は常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社は、取引先との契約時におけるリスク回避のための「受注審査基準」、投資案件を審議する「投資委員会」、資金運用を安全に実施するため
の「資金運用基準」、職場のハラスメント・差別防止のための「企業倫理ホットライン」、その他「インサイダー取引防止規程」等を設けリスク対策を
講じている。これら施策を充実するとともに、コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当
部署にて規則等を制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。当社内の横断的リスク状況の監視及び全社的対応はESG推
進室及び内部監査室が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。

(1) 業務執行の合理化と責任の所在を明らかにするため、コーポレートガバナンスの理念に基づく取締役会規程、組織規程、責任規程を定める。

(2) 執行役員を構成員とする経営会議の設置

(3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく年度事業計画の策定と、ＩＴを活用した月次・四半期業績管理の実施

(4) 経営会議及び取締役会による月次業績の検討と改善策の実施

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 各子会社の内部統制を担当する部署を経営企画部及び管理本部とし、各子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施すると共に

必要な各子会社への指導・支援を実施する。

(2) 当社取締役、本・支店長及び各子会社の社長は各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。

(3) 当社の内部監査室は、当社及び各子会社の内部監査を実施し、その結果を経営企画部及び管理本部の担当取締役及び監査役に報告し、経

営企画部及び管理本部は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

６．監査役がその補助すべき使用人等を置くことを求めた場合における当該使用人等に関する体制並びにその使用人等の取締役からの独立性
に関する事項

(1) 監査役の下に監査役室を置き、監査役の職務を補助すべき従業員を配置する。

(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。

７．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 取締役、執行役員及び従業員は、監査役に対して、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について報告する

ものとする。重要事項にはコンプライアンスに関する事項、リスクに関する事項、その他内部統制に関する事項及び「企業倫理ホットライン」による
通報の状況を含むこととする。

(2) 取締役は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合は、速やかに監査役会に報告することとする。

(3)　監査役へ報告したことを理由として報告者に対し、不利益となる取扱いを行わない。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)　監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

(2)　取締役は、監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備
する。

(3)　監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、反社会的勢力との関係遮断を企業としてのコンプライアンスそのものと認識して、「内部統制基本方針」「倫理行動基準」に反社会的勢
力との関係遮断を掲げ、役員および従業員にその徹底を図っています。2009年度には、建設工事下請基本契約書および製品取引基本契約書
に、反社会的勢力の排除条項を追加する改定を行いました。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



コーポレートガバナンス体制 模式図
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②とりまとめ・報告

①報告

各部門・グループ会社

開示委員会
（委員長：副社長）

事務局：IR・広報部
（情報取扱責任者）

経営会議

開示
⑤開示手続き・公表

④決定・指示

③審議・付議

適時開示体制 模式図
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